
（第１１号様式） 

事業実施報告書 
 

１ 事業の名称 

外国人のためのビザ勉強会・相談会 

 

２ 実施時期及び実施期間 

平成25年11月13日（水）  平成25年12月19日（木） 

 

３ 実施場所 

 広島市留学生会館（11月13日） NPO法人財産管理サポートセンター（12月19日） 

 

４ 実施主体 

特定非営利活動法人 ビザサポートセンター広島 

 

５ 事業の目的 

外国人が安心して暮らせる環境づくりと国際交流 

 

６ 実施内容（箇条書き） 

・勉強会（セミナー）の開催 

・外国人のためのビザ相談会の開催 

 

７ 参加人数又は派遣人数（国外に派遣した場合、広島市民の人数も） 

 約 35人 

 

８ 実施効果（箇条書き） 

・参加者は外国人が日本で生活するうえで、発生するであろう問題を再確認するこ

とができ、私たちの今後の活動指針にもなった。 

 

・参加していただいた方々と交流を深めることができた。 

 

・日頃行っているビザ無料相談会を活用してもらうため、参加していただいた方、

新聞記事等で我々の活動・存在をアピールすることができた。 

 

 

 

 



（第１３号様式） 

事業実施内容及び所感文 

事業名：外国人のためのビザ勉強会・相談会 

団体名：特定非営利活動法人 ビザサポートセンター広島 

実施時期及び実施期間：平成25年11月13日(水)・平成25年12月19日(木)（2日間） 

実施内容： 

日  程 場  所 交流・協力活動名 内  容 

平成25年 

  11月13日（水） 

広島市留学生会

館 

外国人のための

ビザ勉強会・相談

会 

法テラスから講師（弁護士）を派遣

してもらい「外国人が犯罪に巻き込

まれた際の対応」と「犯罪とビザと

の関係」について、勉強会・相談会

を実施した。 

平成25年 

  12月19日（木） 

NPO 法人財産管理

サポートセンタ

ー 

外国人のための

ビザ勉強会・相談

会 

近年増加している外国人の相続問

題を主なテーマとして、勉強会・相

談会を実施した。 

    

 

 

    

 

 

所  感 

今回の勉強会・相談会では、ビザ取得に直接関係することだけではなく、犯

罪に巻き込まれた場合や相続が発生した場合をテーマに日頃の生活に密接に関

わること、またそこから発生するビザの問題について学び、日本で生活する外

国人が安心して暮らせる環境づくりを様々な角度からサポートするために大変

有意義な勉強会であった。 

また定期的に行っているビザ無料相談会などの活動をより多くの方々に知っ

ていただくこと、今回参加していただいた外国人や支援団体の方々と更に親交

を深め、共に学習することで、日本で生活する外国人を様々な面から支援でき

る活動・環境づくりを続けていく。 

 

 



（第１４号様式） 

添付写真 

事業名：外国人のためのビザ勉強会・相談会 

団体名：特定非営利活動法人 ビザサポートセンター広島 
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明：11月 13日に行った勉強会・相談会 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明：12月 19日に行った勉強会・相談会 
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